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《位置》神戸市中央区脇浜海岸通、脇浜海岸通1～4丁目、真砂通1丁目、2丁目（各一部）、南本町通1～4丁目（各一部）、 
          灘区摩耶海岸通1丁目、2丁目 

《面積》約73.4ha 

《決定年月日》平成8年2月13日、平成30年4月2日（変更） 

《地区計画の目標》 

当地区は、都心の東に位置しており、都心との連続性、ウォーターフロントの立地を活かした、神戸の新たな拠点形
成が計画されている地区である。 
本計画は、このような位置づけのもとに、21世紀の神戸の飛躍を見据えた国際的な業務・研究機能の充実、ウォータ

ーフロントを介して世界とつながる立地を活かした文化的魅力の向上、震災復興における住宅の大量供給及び東部イン
ナーシティ活性化の先導的役割を担う都心型住宅地の形成、災害発生時の主要な防災拠点の確保、福祉・保健機能の一
体的整備等により、「新都心」にふさわしい市街地の形成を図ることを目標とする。 

《区域の整備・開発及び保全の方針》 

土地利用の 
方 針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当地区を「業務・研究街区」、「文化・交流街区」及び「住宅街区」に区分し、当地区にふさわしい機能
を複合的に構成することにより、国際都市神戸の経済・文化・生活・福祉を先導する新都心の形成を図
るものとする。 
１ ｢業務・研究街区｣ 

当地区の核として地区中央部に配置し、21 世紀における神戸の国際的拠点を形成する中枢業務機
能、神戸を支える新しい産業の育成や健康に関する研究機能並びに震災復興及びインナーシティ活性
化の拠点となる種々の機能の導入を図り、神戸経済及び福祉を先導する業務・研究施設等が集積する
街区とする。 

２ ｢文化・交流街区｣ 
文化的拠点にふさわしい豊かでうるおいのある空間の創出と、ウォーターフロントという立地と相

まって地域全体の魅力を高めるため、文化集客施設等が集積する街区とする。 
３ ｢住宅街区｣ 

震災復興に向けた住宅の大量供給及び東部インナーシティ活性化の施策の一環として、良好な中高
層住宅地の形成を図るとともに、いつまでも安心して住み続けられるうるおいのあるまちを形成する
ため住宅関連施設の誘致を図る街区とする。 

地区施設の 
整備の方針 

 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に当地区のシンボルとな
るような緑地・広場等を適正に配置する。 

建築物等の 
整備の方針 

 
 
 
 
 
 
 

１ ｢業務・研究街区｣ 
  にぎわいとうるおいのある豊かな空間形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置及び高さ等に
ついて留意して整備を行う。 

２ ｢文化・交流街区｣ 
  美しい風格のある空間と良好な教育環境の形成を図るため、建築物等の用途及び配置等について留
意して整備を行う。 

３ ｢住宅街区｣ 
  良好な居住環境を形成するとともに、その保全を図るため、建築物等の用途、規模及び配置等につ
いて留意して整備を行う。 

《地区整備計画の概要》 
◇地区施設の配置・規模 

公共緑地 ４ヶ所  幅 20ｍ  延長 約1,300ｍ   （計画図表示のとおり） 

街角広場 ８ヵ所         計  約0.6ha   （計画図表示のとおり） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


